
後発医薬品・バイオ後続品の使用促進について 

当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）およ

びバイオ後続品（バイオシミラー）を積極的に採用し

ております 

 

後発医薬品（ジェネリック医薬品） 

先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ成分を

もつ医薬品です。先発医薬品よりも開発費用が少なく済むため、安価な設定とな

っており、医療費削減の効果が期待されています。 

 

バイオ後続品（バイオシミラー） 

遺伝子組換え技術などにより細胞、酵母、細菌などから産生されるタンパク質

由来の医薬品である「バイオ医薬品」の特許が切れた後に、他の製薬企業から発

売される先行品と同等の品質・安全性・有効性を有する医薬品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当院では医薬品の供給不足が発生した場合に、処方変更等に関して適切な対

応が出来る体制を整備しております。医薬品の供給状況によっては患者さんへ

処方する薬剤が変更となる可能性がございますが、処方内容に変更が生じる場

合には十分にご説明させて頂きます。 

変更にあたって、ご不明な点やご不安な点などありましたら、医師・薬剤師へ

ご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします 

 

 

 

厚生労働省「バイオシミラーに係る政府方針」より引用 
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